
- 1 - 

 

産業構造審議会 産業技術環境分科会 第３回資源循環経済小委員会 

議事録 

◼ 日時：令和５年１２月１３日（水）８：００～１０：００ 

◼ 場所：対面・オンライン開催（Teams） 

◼ 出席者：梅田委員長、粟生木委員、石坂委員、石山委員、大和田委員、岡部委員、 

    金澤委員、澤田委員、末吉委員、醍醐委員、髙尾委員、所委員、 

    長谷川委員、町野委員、三室委員、山本委員 

◼ 議題： 

〇事業者説明 

一般社団法人日本鉄鋼連盟 

クリーン・オーシャン・マテリアル・アライアンス（CLOMA） 

一般社団法人日本電機工業会 

〇事務局説明 

分野別投資戦略について（資源循環） 

資源循環経済政策を巡る動向とそのあり方について 

◼ 議事概要 

○梅田委員長  それでは、定刻となりましたので、ただいまより第３回資源循環経済小

委員会を開催いたします。 

 委員の皆様におかれましては御多忙のところ御出席いただきまして、誠にありがとうご

ざいます。司会を務めます委員長の梅田です。よろしくお願いいたします。 

 本委員会は対面とオンラインのハイブリッド形式で開催し、委員会の模様はYouTubeに

てライブ配信しております。 

 では、開会に当たりまして、畠山産業技術環境局長より一言開会の挨拶をお願いいたし

ます。 

○畠山産業技術環境局長  皆様、おはようございます。産業技術環境局長の畠山でござ

います。 

 本日は早朝より多くの方にお集まりいただき、またオンラインの参加の方も本当にあり

がとうございます。 

 本日は資源循環に先行的・先進的に取り組んでおられる業界団体の皆様から情報共有を

いただく機会を設けております。日本鉄鋼連盟の小野様から鉄鋼産業の国内資源循環の強
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化に向けた取組などについて、クリーン・オーシャン・マテリアル・アライアンスの柳田

様から容器包装における再生材利用に関する目標設定やバリューチェーン連携による取組

などについて、日本電機工業会の齋藤様から電機産業の資源循環に係る取組や欧州のエコ

デザイン規制に関する最新動向について、情報共有をいただくこととなっております。本

日御出席をいただいております小野様、柳田様、齋藤様に心より御礼申し上げます。 

 また委員の皆様には、３団体からの発表内容に関することや、再生材の利用促進、循環

配慮設計及び資源循環指標の３つの論点を中心に御議論をいただければと考えているとこ

ろでございます。 

 昨今、欧州の規制が強化されていく中、いずれの論点もスピード感を持って、日本の特

長や強みを生かしながら資源循環に関する制度整備を加速していく必要があると認識をし

ております。皆様のお力をお借りしまして、議論を深めていただければと考えております。 

 また、事務局より説明させていただきますが、ＧＸ実現に向けた先行投資支援について

も併せて促進していきたいと思っております。本日はどうぞよろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

○梅田委員長  畠山局長、どうもありがとうございました。 

 それでは、議事に先立ち、事務局から出欠状況の確認をお願いいたします。 

○田中資源循環経済課長  皆様、おはようございます。田中でございます。本日もどう

ぞよろしくお願いいたします。 

 本日の委員の皆様の出欠状況でございますけれども、斉藤委員は御都合がつかず、御欠

席ということでございます。それ以外の皆様は、オンラインも含めまして過半の委員に出

席いただいておりますので、定足数を満たしているということを御報告させていただきた

いと思います。 

○梅田委員長  田中課長、ありがとうございました。 

 それでは、次に配付資料の確認及び本日の議題について田中課長からお願いいたします。 

○田中資源循環経済課長  続きまして、本日の配付資料でございますけれども、資料１

から資料７と、ちょっと部数が多くなってございますが、合計７種類の資料がございます

ので、御確認をお願いできればと思います。 

 また本日は、先ほど局長よりありましたけれども、産業界の皆様からの情報共有を中心

として御議論いただきたいと思っております。前回につきましては素材産業からというこ

とで、日本化学工業会様からプレゼンをいただきましたが、今回につきましては、素材産
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業からは鉄鋼連盟様、また素材の利用サイドという観点から容器包装等を扱われているＣ

ＬＯＭＡ様、あるいは日本電機工業会様から、それぞれ再生材利用であったり、循環配慮

設計及び易資源化、循環の監視化、こういったところについて、それぞれ御意見等をいた

だこうと思ってございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○梅田委員長  ありがとうございます。 

 本日の手順ですが、まず今のお三方に御講演いただきまして、その後に事務局から資料

を説明いただいて、最後にまとめて質疑と自由討議という形で進めさせていただきたいと

思います。 

 それでは、早速、プレゼンテーションをいただくお三方を改めて紹介させていただきた

いと思います。本日プレゼンテーションいただくのは、一般社団法人日本鉄鋼連盟特別顧

問・小野様です。クリーン・オーシャン・マテリアル・アライアンス（ＣＬＯＭＡ）技術

統括・柳田様です。一般社団法人日本電機工業会環境ビジネス部長・齋藤様です。 

 それでは、まず小野様からプレゼンテーションをお願いいたします。よろしくお願いい

たします。 

○小野特別顧問  どうもありがとうございます。日本鉄鋼連盟の小野でございます。本

日はこういう機会をいただきまして、ありがとうございます。本日は、鉄鋼資源循環の戦

略と課題について、お話しさせていただきたいと思います。 

 本日のプレゼンテーションは二つのパートに分かれておりまして、まず一つ目が、鉄と

いう材料のネイチャーと、それを前提としたカーボンニュートラルに向けた戦略です。二

つ目のパートが、日本の鉄鋼の資源循環に着目した現状、将来の課題と戦略でございます。 

 まずパート１であります。こちらが鉄鋼プロセスの概要です。鉄というのは、一番左上

ですけれども、鉄鉱石、これが原料となります。酸化鉄です。これを還元剤であります石

炭とか天然ガスで還元して、鉄を作ります。ここでカーボンが還元剤として使われるため

に、大量のＣＯ２が発生します。還元された鉄は、その後、精錬を行う製鋼工程に運ばれ

て、ここで不純物を取り除かれて、鋼になります。その鋼を固めたものが粗鋼です。国の

代表的な鉄鋼生産量、粗鋼生産量というのはこのことを言います。その粗鋼は、さらに熱

間圧延、冷間圧延、それから表面処理等々の多くのプロセスを経て、鉄鋼製品として世の

中に出ていきます。世の中に出ていった鉄鋼製品というのは、自動車やビルなど、様々な

形で利用されますが、いずれは解体されて、スクラップとしてまた戻ってくるという循環

システムになります。 
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 材料のリサイクルというのは、複数のルートがございます。上のポンチ絵ですけれども、

天然資源で材料を作って、それが自動車ですとかビルとか缶だとか、そういう最終製品に

なって、世の中で機能を果たした後に、いずれは製品のエンド・オブ・ライフを迎えます。

製品としては、そこでライフサイクルは終わってしまうのですが、その製品を構成してい

る素材というのは、その後、いろいろな道を通ります。あるものはリサイクルできずに直

接処分されてしまうものもございます。それから、フレイマブルな材料の場合は減容化す

るために焼却されて、そのときの熱エネルギーを回収して、サーマルリサイクルになりま

す。それから、マテリアルリサイクルではあるけれども品質が低下してしまい、最終的に

は使えなくなってしまうカスケードリサイクル、これに対して鉄の場合には、このような

オープンループではなく、また元の原料に戻るという、クローズドループでのリサイクル

です。 

 こういったクローズドループの自律的なリサイクルができるための要件というのが５つ

あります。まず１つが、分別が簡単にできることであります。鉄は磁石にくっつきますし、

くっつかないもののほとんどが鉄以外であるということが分かります。 

 ２つ目が、再生利用のための負荷が低いということです。この負荷というのは環境負荷

もありますし、コストもあります。鉄の場合には、回収されるスクラップは元の鉄鉱石に

戻るのではなくて、スチールのまま、鋼になった状態で戻ってまいりますので、最も負荷

の大きな還元プロセスをパスすることができる。 

 ３つ目の要件が、経済合理的なリサイクルシステムが整備されているかどうかです。今、

足元で鉄スクラップの市中価格は５万円から６万円ぐらいします。要は、それだけの経済

価値を持って循環しているものであって、もしこれが補助金でしかリサイクルできないよ

うなシステムであれば、補助金が尽きた瞬間にシステムが止まるということになります。 

 ここまでは全てのリサイクルに言えることだと思うのですけれども、さらに、鉄のよう

なクローズドループリサイクルに必要な要件というのがあと２つございます。１つが、リ

サイクルによる材料品質低下が生じにくいということです。鉄の場合、図の１を見ていた

だきたいのですけれども、金属材料の場合は、その金属の品質に影響を与えるような幾つ

かのエレメントがございます。トランプエレメントといいますけれども、鉄の場合にも銅

や錫のような、大体６個ぐらいのトランプエレメントが存在します。これを抜かないと品

質が低下していくわけですけれども、もともとこういったエレメントのほとんどは、磁石

にくっつかないということで分別がしやすいとわけですが、一方で、他の汎用金属の場合
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は、ほとんど全てのエレメントがトランプエレメントになるために、これを分級するとい

うのは大変で、それが混入してしまうと、再生素材の品質が変わってしまうということに

なります。 

 それから、もう一つが、多様な製品に再生可能であるということです。こういう素材を

使った製品のライフタイムというのは様々です。例えばビルや橋のようなものは数十年と

いうオーダーで使われますし、自動車だと10年、20年。食缶などですと賞味期限があるた

めに、いいところ半年とかです。それぞれのライフサイクルが異なるために、その次のサ

イクル、素材が返ってきて、その次の世代に行くときに何が必要になるかというのは、全

然、世の中変わっているということです。それぞれ、ニーズに応じた形で使われていくと

いうのがフレキシブルなリサイクルを可能とすることになります。 

 図２は、鉄は、微細構造を制御することによって特性を出すことを示しています。例え

ば硬い鉄を作ろうとすれば、微細構造を小さくすればいい。柔らかい構造のものを作ろう

とすれば、その組織の間に滑るような柔らかい組織を入れればいい。これは合金ではなく

て熱履歴で作り込むという特徴があります。したがって、スクラップを溶かしてやれば、

そういう組織は１回リセットされて、さらにまた新たなニーズに応じた組織を作り込むこ

とができます。 

 一方で、多くの汎用メタルというのは合金化によって、その特性を出しているという特

徴があります。先ほど図１でお示ししましたとおり、その合金のほとんどがトランプエレ

メントですので、それを合金系列を超えて調整するということは非常に難しくて、同じ用

途にしかリサイクルできないという難点がございます。 

 そうしますと、鉄鉱石を還元してスチールになったものは、だんだん社会に蓄積されて

いくということになります。これが1950年から直近までの日本の鉄鋼蓄積を描いています

が、ハッチングしてあるのがトータルの鉄鋼蓄積量、要は、今、日本国内にこれだけの鉄

が――例えばこのビルもそうですし、今日、乗ってこられた電車もそうですし、そういっ

たところに蓄積されています。2015年段階で13.6億トン、これを当時の人口で割ると、１

人当たり10.7トンの鉄が、我々の身の回りにあるということです。要するに、我々はこの

国土で、このレベルの生活をするのに、大体10.7トンぐらいの鉄がないと、そういった生

活が維持できないということも言えます。御参考までに、下のほうに、例えば新幹線の延

伸ですとか、あるいは高速道路網の整備ですとか、こういったインフラ系の例を載せてお

ります。 
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 こういうマクロ経済的な傾向というのは、別に日本だけのことではなくて、ＯＥＣＤ諸

国に共通する傾向であります。右上のグラフはMullerのスタディなのですけれども、横軸

にGDP per capitaを取って、縦軸にSteel stock per capitaを取りますと、大体２万ドル

ぐらいのＧＤＰになると、10トン内外でサチュレートしていく、そういう傾向が見られる

ということです。 

 それから右下の図は、World Steelによる中国・インドが今後どうなるかというスタデ

ィなのですけれども、ここも一定の幅がありますが、大体今世紀中にいずれの国も10トン

ぐらいに収斂するだろうという見立てです。なお、この図はいずれも見掛け消費ベースで

書いてあるために、間接輸出入の影響が省かれているので、日本の場合はちょっと高めに

出てきます。 

 そうすると、将来、どのくらいの鉄鋼ストックが必要になるかということを試算するこ

とができます。ここで試算に用いたアサンプションはたった１つです。一番下の点線です

けれども、世界は、１人当たり何トンの鉄がいつ必要になってくるか、これだけを想定し

ました。2015年に世界全体の鉄鋼ストックが294億トンと推計されております。これを当

時の人口で割ると、１人当たり４トンです。これは日本が1973年に到達したレベルになり

ます。これを、2050年には１人当たり７トンになるだろうと推計しています。これは日本

が1988年に到達したレベルで、日本よりも62年遅れて、世界は日本に追いつくだろうとい

うような想定であります。これに、ＵＮが出している人口推計を掛ければ必要なストック

総量が出てきます。それが682億トンという数字になります。2015年の294億トンから682

億トンまで、約400億トン、35年間で蓄積を増やさないと、これからの人口増加でありま

すとか、途上国の経済発展を支えることができないということです。これは非常にすさま

じい数字で、2015年の294億トンというのは、19世紀の産業革命以降、150年間の蓄積量で

ありますが、それよりはるかに多い蓄積を35年間でやらないと、経済発展とか人口増加に

耐えられないということであります。 

 その蓄積を拡大するためには、この赤いラインですけれども、プライマリーの鉄を作ら

ざるを得ないのです。スクラップというのは蓄積の中での循環利用ですので、蓄積を増や

すことはできません。したがって、バージン材を供給し続けないと、この蓄積はたまりま

せん。 

 加えて、鉄鋼蓄積が増えていくと、その蓄積から発生するスクラップが増えていきます。

これが黄色いラインです。これで見ると、2045年ぐらいに、黄色いラインと赤いラインが
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交差する点があります。だから、スクラップをうまく使っていくというのも大きな課題に

なる。要は、鉄鉱石還元工程の低炭素化、脱炭素化とともに、今後増大するスクラップの

高度利用が、鉄鋼セクターにおけるカーボンニュートラル、資源循環の鍵となるだろうと

いうことであります。 

 そういう認識から、日本鉄鋼連盟では2018年にカーボンニュートラルに向けた戦略を公

表しています。その中のロードマップであります。上の４つ、COUESE50、Super COUESE50、

カーボンリサイクル高炉、それから水素還元製鉄、この４つは、プライマリーの鉄の低炭

素化・脱炭素化を目指そうとする革新技術です。それから５番目の大型電炉というのは、

今のスクラップの高度利用と、水素還元製鉄でできる製品が固体還元鉄ですので、これを

溶かさざるを得ないということで、いずれにしても必要な技術ということになります。そ

のようなことを考えてつくられた戦略になります。 

 ここから先は、日本のスクラップ循環の現状と将来に向けた取組になります。 

 日本の鉄鋼需給の特徴ですが、日本の鋼材生産量、これは粗鋼ではなくて最終的な鋼材

ですが、これが2021年で約9,000万トンでした。左下の棒グラフの右側であります。その

うちの5,500万トンは、外需、すなわち直接輸出と自動車等で輸出される間接輸出になり

ます。だから、今、鋼材生産の過半以上が外需に回っているという特徴があります。 

 一方で、国内のスクラップの発生量は約3,500万トン、これが色のついた棒グラフです

けれども、これが老廃スクラップ、あるいは加工スクラップという形で発生しています。

当然、この棒グラフを比べていただければ、我が国産業の強みである、輸出を含めた鋼材

生産、約9,000万トンを補うことはできないということになります。 

 それからもう一つがスクラップの品位面で、日本鉄鋼業の強みである、右下にあるよう

な高機能鋼材生産に利用可能な高品位スクラップは不足しているという問題がございます。 

 こちらは、日本の鉄スクラップの発生推移になります。スクラップは大きく分けて３種

類ございます。１つが老廃スクラップです。自動車が廃車された後に回収されるスクラッ

プです。ただ、老廃スクラップには不純物が入りやすいという特徴があります。もう一つ

が加工スクラップ。これは製品を製造する工場から出てくる切り端みたいなものです。こ

れは、不純物はほとんど入っていない、高品位なスクラップになります。それから、ゼロ

から下にあるのが自家発生スクラップで、これは製鉄所の中で発生して、内部で循環する

スクラップになります。それからもう一つ、一番上の赤いラインが輸出に回っているスク

ラップです。これのほとんどは老廃スクラップだと考えられておりますけれども、年間で



- 8 - 

 

約600万トンから800万トンぐらいのスクラップが、主としてアジア、ベトナムですとか韓

国ですとか中国、こういったところに輸出されています。 

 なお、スクラップはこういう形でグローバルに流通する素材ですので、今、鉄源の少な

いアジアは、人口が増えて、インフラを整備しているので、日本や北米、それから欧州、

こういったところから大量のスクラップを輸入しているという状況です。 

 こちらのグラフは2022年度のスクラップバランスの実績になります。一番上が自家発生

スクラップで、これはそれぞれの生産量に大体比例した形で出てきます。それから加工ス

クラップ、703万トンありますけれども、見ていただいてお分かりのとおり、自動車から

のスクラップ発生が６割ぐらいあるということです。それから老廃スクラップですけれど

も、主として大きいのはインフラ系です。土木、建築、機械、自動車、このように並んで

います。 

 この加工スクラップと老廃スクラップが市中スクラップになるわけですけれども、この

スクラップがどこで使われているかというのが、その下のグラフになります。多くは電炉

で使われるものが多いです。あと鋳物。残ったものが輸出されるという構造です。これも、

このときの粗鋼生産、それから鋳物の生産量と比較すると、このぐらいの差があるという

ことであります。 

 将来を予測するに当たって３つのシナリオを描きました。詳細は次ページ以降にござい

ますので、見ていただきたいのですけれども、１つがハイケース。これは現在の鋼材輸出、

並びに自動車の輸出が継続するというケース。それから中位ケースが第６次エネルギー基

本計画に示されたケース。それから低位は、もう自動車とか鋼材の輸出がないというケー

スですが、いずれのケースにおいても、スクラップの発生量は現状よりも少なくなる。一

方で、スクラップのニーズは高まるということで、スクラップの不足感が出てきます。 

 それともう一つ、需給に関しては今言ったように需給バランスが逼迫するということな

のですけれども、もう一つがスクラップの品位に関してです。高炉が電炉に転換するとい

うことを考えれば、スクラップの品位向上のニーズが出てくるということになります。 

 こういう課題に対応すべく、日本鉄鋼業界では、経産省にも入っていただいて、サーキ

ュラーエコノミーパートナーシップに参画しております。課題解決に向けた検討を始めま

した。 

 ここで結論なのですけれども、今回のお題の３つに関しては、再生材利用の促進に関し

て、鉄の場合にはもう100％利用しているということで、こういう考え方は不要ではない
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かということであります。 

 それから、循環配慮設計に関しては、やはりトランプエレメントを避けていくことが将

来の高レベルのリサイクルを可能としますので、そういう配慮は必要だろうと。 

 可視化につきましては、既にこれはＩＳＯ化をしておりまして、こういったものを使っ

て評価していただければよろしいのではないかと思います。 

 最後、駆け足になって申し訳ありませんでした。以上です。 

○梅田委員長  小野様、ありがとうございました。 

 続いて柳田様、お願いいたします。 

○柳田技術統括  今日はＣＬＯＭＡのお話を聞いていただき、ありがとうございます。

よろしくお願いいたします。 

 まずＣＬＯＭＡですけれども、赤で書いていますが、我々は海洋プラスチックごみ問題

の解決に向けて、新たに流出させない取組、プラスチックの高度な資源循環を通して、海

洋へプラごみを漏れ出させない、これを基本コンセプトとしております。そのために、こ

ちらは青で書いてありますけれども、官民連携で３Ｒと代替素材のイノベーションを加速

し、最終的にはジャパンモデルとして世界に発信までできればいいなというところを考え

ております。 

 我々の設立は2019年１月18日、４年ちょっとのまだ若い組織でございます。トイレタリ

ー・飲料・食品を中心にした159社が集まって始めました。ＣＬＯＭＡビジョンだとかＣ

ＬＯＭＡアクションプラン、未来デザインということを公開して、我々の考え方、コンセ

プトと目標や活動計画を表明しているということでございます。 

 ＣＬＯＭＡは、実証テストを通して具体的に解決策を世の中に提案していこうというこ

とを基本的に考えております。そのために、ここにありますように、メンバーはリテーラ

ー、ブランドオーナー、容器メーカー、原料メーカー、リサイクラーに集まっていただき

まして、いろいろ検討を加えているのですけれども、設立から３年目ですか、ちょっと１

つ足りないなということで、ここに自治体にも入っていただいて、14の自治体に参加して

いただいております。一応、資源循環のぐるっと一回り、消費者はまだ入っておりません

けれども、そういった形で今、検討を進めているということでございます。 

 ごみ対策に対しましては、従来から日本においては工業会を中心として、各産業分野で

多くのすばらしい成果、ここの左に書いてありますけれども、こういったものが出ている

わけですが、工業会別に非常に分断されているというか、そういったきらいもあると考え
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ておりまして、ＣＬＯＭＡといたしましては、これらの知見とか技術を統合して、全体最

適を持った取組を目指していこうと考えております。 

 活動実績を示した右におきましては、これは小さくて見えない前提で書いているのです

けれども、言葉でお話ししますと、例えば生分解性プラだとか紙、バイオプラといったも

のを活用したような容器包装を開発したり、あるいは飲料以外の油とかドレッシング等の

ペットボトル、こういったものをリサイクルできないか。あるいはリサイクル工程でどう

しても出てきております異物、これを除去するようなプロセス開発というものも、これは

ＣＬＯＭＡのメンバーが対になって今、進めているというような形でございます。 

 それから、こちらは自治体を核とした事例でございます。右にブランドを描いておりま

すけれども、ブランドオーナーが12あるのです。こちらが共同して、シャンプーとか洗剤

の詰め替えパウチを回収・リサイクルしているという例でございます。こんな多くのコン

ペティターがここに参加して、実際の商品の廃棄プラを集めるというのはなかなか今まで

には類を見ないというか、そういう取組だと考えております。 

 ここの神戸市においては、パウチの回収だけではなくて、例えば歯ブラシだとか梱包材、

あるいは最近ですと乳酸菌飲料の回収・リサイクルも始めさせていただいているというこ

とです。これもＣＬＯＭＡメンバーがかなり中心になって入っているということです。 

 また同様の取組が右下に書いておりますけれども、こちらはボトルでの取組なのですが、

東京都においてもコンペティターが組む形でやらせてもらっているということになります。 

 以上、ＣＬＯＭＡの今までのことをお話ししてきました。この取組を通して、多くの検

討ポイントというのが、これは皆さん、よく御存じのところかもしれないですけれども、

いろいろ見えてきました。代表的なところだけ青字で書きましたので読んでみますと、例

えばリサイクル視点、水平リサイクル優先をしたような容器包装設計の重要性、あるいは

静脈産業と動脈産業の連携強化、それからマテリアルリサイクルとのカスケード運用もあ

るのかもしれないですけれども、バランスを考えたようなケミカルリサイクルの最大活用

といったものがありますし、ＣＯ２削減への貢献ということは、これは３Ｒを含めて、代

替素材も含めて関係してきますし、分別回収においては多様な回収ルートだとか、ＤＸプ

ラットフォームを整備してトレーサビリティ等々をつくり上げることも重要だと考えてお

ります。 

 この中で、我々、これから樹脂削減のテストに入っていこうと思っているのですけれど

も、その基本となるところを赤で書きましたので、そこをお示しします。やはり再生プラ
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の利用促進を、図っていきたいと思っているのと、もう一つは、これをぐるっと回すため

には、価値の伝達というか、そういうのが必要ですので、消費者の再生品高価購入という

とかなり直接的な書き方ですけれども、価値を、どうやって消費者に提供していくかとい

うようなことも考えていかなければいけないと考えております。 

 そういったところで、次のページに我々の提案をまとめております。背景といたしまし

て、容器包装は廃プラ全体の46％を占めるということで、プラの削減に大きなインパクト

があることだと考えています。我々、目標とするところは石化系のバージン量を低減させ

ることで、そのためにそれを推進することを提案していきたいと考えているわけです。こ

れはもちろん脱炭素にも寄与することです。ただ、今、我々の課題といたしましては、こ

のバージンプラに置き換えられる品質、量、コストの再生プラが現状ではないということ

です。真ん中のポンチ絵ですけれども、我々、バージンをプラスチックサイクルに入れて

ぐるっと回すのですが、現状ですと最後まで回り切れていないのです。要するにここは

点々で書いていますけれども、分断されて、外側に出て、他のものになるとか、焼却だと

か、そういったところに回っているということです。ここのところをどうにか結びたい。

点々を最終的には実線にするのですけれども、まずは点々の再生プラ使用30％ぐらいのと

ころからスタートしたいと考えております。 

 四角に書きましたけれども、このサイクルを回すためにレベルの高い、高品質の再生プ

ラを得るためにはどうすればいいか、あるいは量を確保するためにはどうすればいいかと

いうことが出てきますので、それに関しては大型の実証テストをして、そこで検証して、

より確かな条件とか、そういったものをつかみ取っていきたいと考えております。 

 下に計画をお示ししていますけれども、我々の資源循環の活動のトリガーとして、容器

包装に再生プラ30％を使用するということをやっていきたいと考えております。特にＰＥ

Ｔ、ＰＳについては既に高いリサイクル率を達成しておりますので、これはこのままの活

動を継続強化していくということで、今回のチャレンジはポリオレフィン系、ＰＰ、ＰＥ

に集中したいと考えています。 

 それから、バージンに代替し得る品質、コストの再生プラが、この計画では80万トンほ

ど必要になってきますけれども、現状では今お話ししましたように、容リプラのマテリサ

系から18万トン程度が出てきます。ただこれは、現状はパレットだとか路盤材に使われて

おりますので、容器包装に合うような品質にはまだないので、この品質を向上というとち

ょっとおこがましいですけれども、変えていく必要があるということです。それから、今、
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50％の歩留まりなのですが、マテリアルリサイクルの歩留まりをアップする必要もあるだ

ろうし、ケミカルリサイクルからのプラスチックも増やしていくということで、この辺は

倍増ぐらいにしていかないと、80万トンには追いつかないだろうと考えています。 

 加えてなのですけれども、自治体、及びリテーラー、これは全国に非常に店舗数が多い

ので、ここでのポリエチレンとＰＰの分別回収をぜひやってみたいと思っております。さ

らに工場廃材の活用を、これはかなりきれいですので、ここも活用していく。ちょっとい

ろいろかき集めて、何とかこの30％を確保して、一回回してみて、回すことによって課題

を抽出していきたいという考え方でおります。 

 もちろん、これに並行して、循環適合設計の検討もしてまいります。モノマテリアルの

問題、易分解、易洗浄、それから中身、品質との兼ね合いで、使える再生材の品質の幅を

広げていくような試みもしていきたいと思っております。 

 最初、ＣＬＯＭＡのお話をしましたけれども、これはもちろんＣＬＯＭＡの掲げている

右上の目標があるのですが、これとも一致しておりますので、我々、一致団結してやって

いきたいと思っております。 

 それから、今回は生活者視点といいますか、消費者といってもいいのですけれども、持

続的な価値連鎖といったものをここに植えつけていく必要があるのだろうなと思っていま

す。まだ幼稚な表現で恐縮なのですけれども、赤いところが起点で、再生プラの容器に入

った商品を高価で買っていきたいという世の中をつくっていきたい。このために企業が何

をするかといいますと、１つは、リテーラーは再生プラ使用商品の売り場づくりだとか、

再生プラ使用商品のＤＰＰだとかを整備する必要がある。もちろんプロモーションもする

必要があるだろうし、ブランドオーナーにおいては、再生プラ使用の店頭に合わせた商品

づくり、あるいは再生プラ使用に合った商品の設計、これは中身との兼ね合いをお話しし

ましたけれども、こういったところ、さらに消費者にアピールするためのプロモーション

も必要になってくるだろうと考えております。これは全部読むと時間がかかりますので、

リサイクラーまで飛びますと、ここまで来ると、一番上に書いてありますけれども、この

計画を支えるためには再生プラの量を確保する必要がありますし、その１つ前の自治体に

おいては廃プラの量を確保する必要があるということで、この辺、かなり工夫が必要にな

ってくると思っております。 

 いずれにしても、こういったものの背景には、最終的に我々、手弁当でやるわけにはい

かないものですので、制度への提案という形になっていくと思います。再生プラ30％使用
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目標を設定することをまずぜひお願いしたいと思っておりますし、空気感の醸成です。国

民運動などというとおこがましいですけれども、こういったものも必要かと思いますし、

制度による支援というのも必要だと思います。導入期の企業参画とか、転換期の高価買取

りへの、例えばエコポイントみたいな、そのような施策も、私が言うのもなんですけれど

も、考えられるのではないかと思っています。 

 それから導入のスケジュールですけれども、今、お話ししたのは、日本全国で最終的に

やっていきたいのですが、先行的には、例えば首都圏だとか――首都圏だと人口比30％ぐ

らいのリサイクル。三大都市圏だと６割ぐらいのリサイクルが進むと思うのですけれども、

こういった、ちょっと段階的に持っていきたい。最初は首都圏全体よりも、さらに集中し

て、例えばトイレタリーで、さらにどこかの都市を、地域を限定する形で今の計画を導入

していきたいと思っております。 

 あと、コストの面でも問題があるのです。コストは先ほど言いましたように、一番上に

書いたようなバランスになってくると思います。そういった中で、実証テスト参画時の企

業支援をお願いしたい、あるいはこの過渡期には生活者への再生プラ使用品購入を促進す

るような支援もお願いしたいと思っております。 

 ＣＬＯＭＡは今、最初にお示ししましたように、真ん中に書いておりますマテリとかケ

ミとか、代替素材の検討をしてきましたけれども、新たにこういう計画をつくりましたの

で、これらは未来デザインという、ちょっと格好いい名前をつけたのですが、ここの中で

将来性を考えたものを、社会システムの構築に役立つような、そういう提案をしていきた

いと思いますので、できれば折あるごとに、皆様には聞いていただきたいと思っておりま

す。どうもありがとうございました。 

○梅田委員長  柳田様、どうもありがとうございました。 

 では、最後に齋藤様、よろしくお願いいたします。 

○齋藤部長  御紹介ありがとうございます。日本電機工業会の齋藤と申します。本日は

こういった場でプレゼンをさせていただきまして、誠にありがとうございます。私からは、

電機業界における環境配慮設計（エコデザイン）の取組を中心にお話をしたいと思ってい

ます。 

 まず最初に、簡単に当業界の主な取組というか、歩みなのですけれども、フェーズⅠ、

フェーズⅡ、これからフェーズＸということになるのだと思うのですが、皆さん御案内の

とおり、家電リサイクル法というのがあります。メーカーによる再資源化、リサイクルの
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取組というのは、それに基づきまして本格化していくのがフェーズⅠということになりま

すが、３Ｒ対応の環境配慮設計の推進というのは、実は結構古くて、1991年にもう家電製

品の製品アセスメントマニュアルというものは発行しているのです。ですから、もうその

頃からある程度取り組みを始めてきているということになり、その後、例えば欧州発のＲ

ｏＨＳ規制というのがありますけれども、含有化学物質の規制ですが、それらへの対応と

いうのもあります。それからフェーズⅡの中では、リサイクル技術の高度化だったり、家

電リサイクルの仕組みの中で、いわゆるマテリアルリサイクル、水平リサイクル、その中

で再生材の利用というのを促進する。そのほか、今日のテーマである環境配慮設計という

ことでいいますと、以前から電機業界でも、そういったルール化、規格開発をやってきま

して、さらにバリューチェーン全体に広げていくという意味もありました。そこで、電気

の場合、国際標準（規格）はＩＥＣというところがメインになりますけれども、一方でＩ

ＳＯもあります。我々の先行していた電気のＩＥＣの規格をＩＳＯと一緒に共同でやりま

しょうということにしまして、今はＩＥＣとＩＳＯの共同のダブルロゴ規格という形で発

行させていただいております。これを2022年にＪＩＳにもさせていただきました。 

 そのほか、いろいろな製品の中に化学物質が含有されていますけれども、そういったサ

プライチェーンの情報伝達が必要になりますので、そこもやはり国際規格をつくり、日本

で今、chemSHERPAというアーティクルマネジメントの動きがありますが、そこへも、その

国際規格をベースにつくっていただくという中で貢献をさせていただきました。そのほか

ＬＣＡの評価もそうですし、先ほどＣＬＯＭＡさんの話で海洋プラごみ対応というのがあ

りましたけれども、我々もプラスチックの資源循環とか海洋プラごみ対応の取組目標など

も決めながらやっているところです。 

 今後は、新しく今、循環経済（サーキュラーエコノミー）ということで、社会構造の変

革という大きなフェーズに変わっていくと思いますので、その中で改めて、我々なりにＣ

Ｅ戦略というのをどう考えていくのか。それからエコデザイン／循環デザインということ

でいいますと、ヨーロッパを中心に様々な制度構築が進んでいますが、それを我々は、Ｉ

ＥＣというところも使いながら、日本も含めた、国際的に使えるような標準化ということ

も必要なので、整合する規格開発を担うといった中で戦略的に対応できないかなというと

ころで取り組んでいます。現時点は、そのようなフェーズにあるということになります。 

 少し全体を俯瞰して見ますと、ライフサイクルの中で言うと、先ほど話をした家電リサ

イクル法というのがあるのですが、家電メーカーは、実は動脈、自分たちが物を作ってい
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くプロセスの中で、設計段階から環境配慮に取り組むのですけれども、加えて、メーカー

がリサイクルの義務を負っていますので、静脈側でもリサイクルの対応をすることになり

ます。そういう意味で言うと、製品を作るプラントと製品をリサイクルするプラント、両

方を持っているということなので、それが少しほかの業界と違う１つの特徴なのかなと思

っています。 

 物を作っていくプロセスの中での環境配慮設計に関しては、大きく会社組織全体として

のガバナンスというのも必要だと思いますけれども、そういった意味ではマネジメントな

りガバナンスの中で、その企業は環境配慮設計をきっちり社内で取り組んでいるという意

味での規格というのも必要なので、それが先ほど言っていたＩＳＯとＩＥＣの共同でつく

っている規格でありまして、これが今、ＪＩＳでいうとＱ62430という番号ですが、これ

を規格化しています。そのほか、各製品別に、業界の中で様々なアセスメントマニュアル、

ガイダンス、これが製品ライフサイクルの環境負荷低減の設計指針になりますけれども、

例えば省資源化、省エネ、長寿命化、アップグレード、耐久性、それから有害物質削減、

リサイクル性等々、いろいろな評価指標を示してあります。それらを、家電製品の場合は

家電製品協会さん、照明に関しては照明工業会さん、その他いろいろな業界が、それぞれ

自分たちの作っている製品のマニュアル/ガイダンスを作っていまして、そういう意味で

は、組織全体の設計のガバナンス、それから個々の製品ごとのライフサイクルでの負荷低

減の指針、これが縦横にできているということになっていると思います。 

 加えて有害物質に関してはグリーン調達ということになりますので、資材調達のために、

先ほどありましたサプライチェーンの情報伝達の仕組み、それから特定の化学物質が入っ

ているのか入っていないのか、そこの表示制度というのもありますので、こういったとこ

ろもＪＩＳ化（JIS C 0950）してきているところです。加えて、リサイクルを実際にして

いくことも義務として負っていますので、やはりリサイクルしやすくないといけないわけ

なので、そのために、さらに２つのＪＩＳをつくっているのですけれども、１つは、実際

に再生材といっても、自分たちの製品由来のポストコンシューマ材もあれば、プレコンシ

ューマ材というのもあります。それぞれ、自分たちが自己循環なり、自ら設計上コントロ

ールできる再生材なのかどうか、そこの定義などもＪＩＳ（JIS C 9911）で決めて対応し

ています。そのほか、リサイクルプラントに戻ってきた製品を、まずは手解体から始めて

いくのですけれども、どこのパーツが、例えばＰＰなのか、ＰＳなのか、あるいは難燃剤

が入っているのか入っていないのか、そういったところの視認性というのも高めるために、
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部品に刻印をするルール（JIS C 9912）というのも決めていまして、そういったこともや

りながら、リサイクルの努力をしている。家電リサイクル法では、エアコンとかテレビ、

冷蔵庫、洗濯機、こういった大型の家電製品になりますけれども、再商品化に関しては法

定基準がありますので、今、実績に対しては上回るレベルの再商品化ができているという

ことですが、やはり難しいのがプラスチックになりますので、ここが業界としても課題に

なってくる。鉄については、先ほど鉄鋼連盟様のお話がありましたように、ある程度循環

していくものですので、有価にもなりますが、、なかなかプラスチックは難しいところが

あります。 

 そのプラスチックに関しては、自分たちが製品由来のプラスチックをもう一回再生プラ

スチックとして使っていく自己循環というところもありますし、一方で、それだけでは量

も足りないところもあるので、市場から調達してくるプレコンシューマ材もありますけれ

ども、それも自分たちの製品に使うとなれば、設計段階でコントロールしないといけない

ということになりますので、そういったことの取組が必要になっています。 

 今、ＩＥＣのＴＣ111というのがありまして、これは我々、日本の業界が議長国になっ

ていて、発足してからずっと日本が主導的にやっていまして、サプライチェーン上の様々

な課題に対して、例えば含有化学物質の調達管理の規格をつくり、さらにはエコデザイン

の規格をつくり、今、カーボンフットプリントとか、そういったところもやっています。

最近、削減貢献量（Avoided emissions）というのもあるのですけれども、そういったと

ころの規格も開発をしている。さらにEnd of lifeも含めた循環というところを対応して

いくということになりますので、それはこの後、お話をします。 

 エコデザインの取組とルールづくりというところでは、先ほどありましたけれども、組

織、製品・サービスを含めますが、このＪＩＳの規格は先ほど言ったＩＥＣの、さらに言

えばＩＳＯとのダブルロゴ規格をベースにＪＩＳ化しています。こちらはＥＣＤというこ

とで定義が書いてありますけれども、製品のライフサイクル全体を通して、環境負荷の低

減を目的として設計段階から環境の側面を考慮しながら体系的にやっていくアプローチで

す。これは企業等が環境配慮設計を経営にきちんと取り込んで、市場に提供する製品とか

サービスがちゃんと環境配慮設計ができていますよということを実践するためのガバナン

ス向上というものに利用できると考えていまして、こうした規格をつくっています。当初

は電気・電子製品が対象だったのですけれども、ダブルロゴにしたことによって、あらゆ

る組織、業種、製品・サービスを対象にできるという話にしています。 
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 加えて、先ほどありましたリサイクルの高度化で２つのＪＩＳもつくっていますけれど

も、１つが、先ほど言いました再資源化に向けての、自分たちがコントロールできるプレ

コンシューマ材／ポストコンシューマ材というのは何なのかという定義を決めながら、そ

れをどれくらい利用できますかというところの表示を決めているＪＩＳがあります。 

 それともう一つは、プラスチックの部品等に材質だったり、例えば難燃剤が入っていな

ければＦＲ０という記号をつけたりとか、そういったルールもつくっているということに

なります。 

 先ほどの組織に適用するエコデザイン規格なのですけれども、最初は2009年に電気・電

子製品の規格として発行しています。そのときには、これも日本が国際主査をやっていた

のですけれども、座長の梅田先生にも協力いただきまして、一緒につくらせていただいた

ということでございます。当時から、いろいろ社会の状況も変わってきていて、我々、電

気・電子製品がモノを作るときというのは、上流のサプライヤーさんもそうですし、下流

のお客さんも含めて、皆さんが環境配慮設計をやってもらわないとできないので、バリュ

ーチェーンのグリーン化を促進するという意味では、ＩＥＣだけではなくて、ＩＳＯとも

一緒に協力してやることによって、全ての業種に適用できるものにしていくと。 

 それからもう一つは、経産省の今日の資料にもあると思いますけれども、いわゆる環境

配慮に取り組んでいるというディスクロージャーです。ＴＣＦＤから始まって、今、ＴＮ

ＦＤもあると思いますし、そういった中で言うと、サステナビリティガバナンスに対応し

ていこうということでこういった規格をつくってきた。これは欧州のＥＮ規格にも実はな

っていまして、さらにＩＥＣＱというエコデザインの認証制度というのもあって、企業活

動としてガバナンス向上につなげていくという認証にも使えるという形になってきていま

す。 

 これはまた後で中身を見ていただければと思いますけれども、ここにあるような規格の

構成になっていまして、マネジメントシステムに環境配慮設計を導入していく、それから

サプライチェーンだったりバリューチェーンの中できちんと情報交換をしていく、そうい

ったところが特徴になっているところです。 

 それから、エコデザインの取組の体系化ということですけれども、先ほどの企業、グル

ープとしてやるプロセスに、それぞれ製品ごとに、各企業も事業のポートフォリオという

のは各々違いますので、そこに製品ＡからＸまで、いろいろやっている会社があるとすれ

ば、各々が自分たちの製品の固有のアセスメントマニュアルなり、ガイダンスをつくると
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いうことになると思います。ここでは、家電製品協会がつくっている製品アセスメントマ

ニュアルの例になりますけれども、先般、プラスチックの資源循環促進法の中でプラ使用

製品設計指針が出ていますが、それと対比してみて、ほぼカバーできているなということ

で「○」をつけているという感じです。 

 さらに、こういったエコデザインと基準認証という感じなのですけれども、ヨーロッパ

では、エコデザイン指令、これが今般、ＥＳＰＲということでスコープが拡大していくわ

けですが、さらにＤＰＰ（Digital Product Passport）、それからプラスチックのDesign 

for Recyclingと、こういった法制度に対して、欧州委員会は、欧州の標準機関であるＣ

ＥＮとかＣＥＮＥＬＥＣという団体がありますが、そこにこういった規格をつくってほし

いというオーダーを出します。それを受けて、標準化機関がHarmonized Standardsといっ

ていますけれども、整合規格を開発します。今、例えばエコデザイン指令でいうと、ＣＥ

マーキングの仕組みを使って適合性評価をして、適合しているということで製品を上市し

ていくのですけれども、今のエコデザイン指令ですと、組織のマネジメント要求、これに

は先ほど言ったIEC 62430の規格が整合規格として使えますし、それから、ＥＳＰＲをに

らんで、耐久性とかRecyclabilityとか、様々な評価指標の規格が必要になってきている

ということで、今、ＣＥＮとＣＥＮＥＬＥＣによる両方のJoint Technical Committee 10

（JTC 10）というのがありますが、オランダ規格協会が幹事になって多くの規格をつくっ

ています。 

 Digital Product Passportは、ドイツの規格協会が幹事になって、同じくJ TC24という

ところで、ＤＰＰのシステム側、プラットフォームの要件ですが、その標準化をこれから

スタートしていく。さらにプラスチックのDesign for Recyclingということでも動きがあ

りまして、そのうちの１つは、ＴＣ111Ｘというところで検討されていまして、日本側の

ＪＩＳＣがありますので、我々、こういった活動にオブザーバーで参加していくというこ

とも可能になっています。そこをこれからどうやっていくのかというのは一つの課題かな

という感じもしています。 

 ＴＣ111では、いろいろな議論をしていますけれども、その中で、先ほどのＣＥＮ／Ｃ

ＥＮＥＬＥＣで進んでいるものをＩＥＣの規格としても取り込んで、自分たちなりに日本

の知見も入れながらつくっていくというプロセスを始めています。そういった中で、うま

くこの基準認証という中で国際的な整合を取っていきたいと考えているところです。 

 それから、リサイクルとか再生材利用ということですけれども、先ほどありましたが、
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家電リサイクルの仕組みの中で、自分たちが製品由来のプラスチックをどう使っていこう

かというところで、これまで努力もしてきました。そういった中で、さっきのようなＪＩ

Ｓなどもつくりながら、リサイクルプラントから戻ってくる、特にプラスチック樹脂です。

これをポストコンシューマ材、それからプレコンシューマもありますけれども、自分たち

なりに使えるようにどう評価していくかという努力をしてきたというところになります。 

 そういった中で、少し複雑ですけれども、家電みたいな耐久消費財になると、10年前に

作ったものが戻ってきて、さらにこれからその先の10年を見て、３世代ぐらいにわたって

設計を考えていかないといけないので、それぞれの材料の特性だったりというのを設計段

階から評価していかなければならない、こういったところがあります。そのために、こう

いった材料の特性評価の確認項目なども決めていまして、いろいろやっています。耐久消

費財の場合、特に使用済み製品の含有化学物質などが、十数年前に作っていたときには規

制はなかったのですけれども、最近になって直近で規制されるケースもあるので、そうす

ると、これからまた使うときにどうするのかということで結構悩みがありまして、そうい

う意味では将来的にどんな物質が規制になるのかというのは頭に入れながらやっていかな

ければいけないという、そういう難しさもあります。 

 そういったことでいろいろ取り組んできている我々ですけれども、２つあるかなと思っ

ています。先ほど鉄鋼さんのお話もありあましたけれども、基準認証という意味では各業

界さん、我々だけではなくて、いろいろなところで環境配慮設計だったり、資源循環のル

ールづくりがされていると思います。他方で、ヨーロッパのＣＥ政策などを見ていますと、

ＥＳＰＲとかプラスチックのリサイクルということで、かなり横断的に全てのものを取り

込もうとしているので、そうなってくると、標準化という意味でも政策的な連携とか、さ

っきのＪＩＳＣがＣＥＮとかＣＥＮＥＬＥＣの活動にオブザーバーで入るとか、そういっ

た体制構築というのも必要かなと思いますので、そこは政策面での支援に期待があります。 

 それから再生材については、製品とか機器によって求められる機能とか品質は異なって

くるので、プレもポストも一緒くた（一括り）には議論できないと思いますし、一律の議

論というのもできないと思いますので、できる限り、やはり品質とか物量的な目論見を持

って、どのようなスコープでどれを対象にやるのかというのを確認していく。その中で、

設計側では、当面、まずはアビリティということで、可能性というのを前提としながら深

めていく必要があるなと。各種リサイクルの法制度の動きもありますし、それから静脈側

の技術開発とかデータトレーサビリティというのがあると思うので、そこの予見性も高め
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ながら、きちんとステップ・バイ・ステップでロードマップをつくっていくというのが大

事かなと思っていますので、そういったところに期待したいと思っています。 

 あとは参考資料がついていますけれども、これは後で見ていただくとして、私からは以

上で発表を終わらせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。 

○梅田委員長  齋藤様、ありがとうございました。 

 それでは、続けて議事を進めさせていただきます。質疑は最後です。次に分野別投資戦

略の資源循環分野について、及び資源循環政策をめぐる動向とその在り方について、事務

局より説明いただきます。その後に、３事業者のプレゼンに対する質疑応答とさせていた

だきます。 

 では、田中課長、よろしくお願いします。 

○田中資源循環経済課長  ありがとうございます。間にちょっと違うＧＸの話が入りま

すけれども、資料６、こちらを簡単に御紹介したいと思います。 

 おめくりいただいて２ページでありますけれども、これは何かといいますと、ＧＸでど

ういった分野に対して投資を促進していくのかという議論を、具体的に細かく議論してき

ているところでございます。年末にこれを取りまとめるということでございまして、３ペ

ージを御覧いただきたいのですけれども、具体的にどこの分野にどういった形でコミット

メントを求めながら投資戦略に仕上げていくかという議論をしていただいているところで

ございます。この中に資源循環も位置づけられているということでございまして、最終的

に政府全体で取りまとめる前に本委員会にも御報告をさせていただいて、きちんと資源循

環にも投資の、政府による財政的支援も行っていくということを御報告したいと思ってお

ります。 

 そのときのポイントでありますけれども、４ページであります。国が投資支援をしてい

くということになると、４つ目のポツのところに書いてありますけれども、当然、お金は

空から降ってくるものではございませんので、きちんとボンドを発行して、そのお金に基

づいて支援をしていって、将来的にはこれが炭素賦課金等の収入で賄っていくというよう

なことになってございます。ですので、ある意味で言うと将来のカーボンプライシングの

先取りみたいなことをしていくということになりますので、当然のことながら、きちんと

削減効果があるものに支援をしていくということが求められているということでございま

すので、４ページの下にあるように、きちんと排出削減につながるかどうかというところ

のチェックと、もう一つは、これが産業競争力強化、市場をつくっていくというところに
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つながるかというチェックを受けながら、これまで議論をしてきているということでござ

います。 

 では、その資源循環について、どう、我々が説明しているかというのが、相当飛びます

が28ページでございます。この大部の資料はワーキングでの議論にも提出しているものと

なっていますので、時間があれば御覧いただければと思います。28ページで、やはり本日

も議論いただいているところでありますけれども、再生材の循環であったり、循環配慮設

計、こういったところはそれぞれがやっていかないと、これが太い幹の市場になっていな

いというところがございますので、ここを後押ししていくということで、動脈であれば、

そういったものづくりの仕方に対する御支援をしていく。静脈であれば、再生材の量と質

を上げていくための支援。それからそれぞれの共通事項としてパートナーシップが立ち上

がってございますけれども、この活動の活性化と、この中でのサーキュラーエコノミーに

関する情報プラットフォームをつくっていく、こういったものへの御支援をしていこうと

いうことで予算的な措置を図っているということで、こちら、御報告事項とさせていただ

きたいと思います。 

 それから資料７でございますけれども、こちらが先ほど皆様から御説明いただいたもの

の補完的な情報共有ということでございまして、６ページを御覧いただけますでしょうか。

先ほどＪＥＭＡの齋藤様からもお話がありましたけれども、グローバルには普遍的なルー

ルをつくって、それを各業界に落としていく。しかもそれは法的な裏づけがあるという動

きが出てきている。その中の一つの中心としては、これは最近、ブリュッセル効果という

ような言葉も言われたりしますけれども、グローバルを見渡すと、デファクトで進んでい

る地域もあれば、こういったルール化で進んでいる地域もあって、ルール化で進んでいる

地域はやはり欧州が中心になってきている。それは何も資源循環だけではなくて、先行事

例としては個人情報保護であったり、あるいは化学物質管理、こういったところもグロー

バルルールに屋根をもう一つつくるというところを先行して、欧州がつくり、結果として、

欧州がつくったようなルールがグローバルルールになっていかざるを得ないというような

状況が出てきているというところでございます。 

 ヨーロッパは、どうやってそういったルールのフレームをつくっているかというのが８

ページでございまして、これも先ほど齋藤部長から御紹介がありましたけれども、法令レ

ベルのものをつくって、それを欧州委員会というところに委任立法を委任するという形に

しますが、やはりここでも細かい話というものは、特に資源循環となるとあらゆる産業が
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関係してきますので、役所だけでは決めきれないということになりますので、この欧州委

員会から下にマンデートという形で、標準化団体に標準をつくってよと。細かいところの

ルールは民間で決めてよねということで出て、これが後々規格になったら、この規格に沿

っていれば適合しているとみなすというような承認を得られる。すなわち半分民間がつく

ったものが法令の効果を持ってくるというような流れになってきている。ですので、単に

ＩＳＯを取ったら立派だねというよりは、これがＩＳＯに準拠していないとルールに適合

していないというような使われ方をし出しているということだと思っております。 

 あとは参考情報が大量にありますので、９ページの目次、循環配慮設計に関しても、10

ページでありますけれども、再生材をこれぐらい使う、ではそのときの利用率みたいなも

のについては標準に基づいて算定をしていくという形になっていく可能性があると思いま

す。またその循環配慮設計については15ページでございますけれども、先ほどＥＳＰＲと

いうお話もありましたが、エコデザイン規則というものが右下の要件としてａからｎまで、

非常に多くの要件が出されている。これはＥＳＰＲ自体を読んでいただくとこれしか書い

ていないので、具体的にどうやってそれを要件化するのかというところは、さらに何かを

見なければいけないとなったときには、それが標準になっていくということが予想されて

おります。 

 ちなみに、16ページでありますけれども、日本の資源有効利用促進法においても様々な

そういったエコデザイン要件というものを実は置いているのですけれども、資源有効利用

促進法の中でも、例えば再生材の含有率であったり、予測される廃棄物発生、これはリサ

イクルアビリティというところにつながると思いますが、こういった視点が入っていなか

ったりもするというところで、法令レベルでも必要十分性のチェックが必要になってくる

ということだと思います。 

 また17ページでありますけれども、これも先ほど若干御紹介がありましたが、様々なこ

ういったＥＳＰＲにあるものをどうやって評価すればいいのかという評価手法などは、こ

れはＥＳＰＲの前のバージョンのものについて、エネルギー関連製品についてのみ、ドゥ

ラビリティだとかリサイクルアビリティ、こういったものを評価する標準などもつくられ

ていて、これが普遍化したものがつくられていって、恐らくＥＳＰＲのルールに関連づけ

られていくということになっていくのではないかと思っております。 

 19ページ以降は日本の取組も御紹介していて、結局、家電が一番進んでいるということ

で家電のガイドラインを引かせていただいておりますが、やはり民間に委ねているという
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ところで、非常に頑張っていただいている業界と、そうでもない業界があるというところ

を押しなべて標準的に標準化していくということについては、恐らく日本でも必要になっ

てくるのではないかというのがここのところでございます。 

 それから最後、22ページ以降でございますが、循環の可視化についても、これはヨーロ

ッパではＣＳＲＤという企業持続可能性報告指令というものが出ておりまして、大企業や、

上場している中小企業に対して、持続可能性に関してディスクローズすることをもう義務

づけるというものが法施行されていて、その内容が順次、クリアになってきている。その

内容の中に、右側にございますけれども、資源利用及び資源循環、こういったものについ

ても求める。その内容としては24ページでありますが、これがなかなか激烈だなと、個人

的にも思うのですけれども、まずは企業に対して自分の活動プラス上下流のバリューチェ

ーン全体に関して、資源循環に関する方針と、どういったアクションをしていくかという

ものを述べさせるとともに、定量的な目標も設定させる。これは５－３のところですけれ

ども、循環設計であったり、循環物質の利用率、天然原材料をどれだけ使うかという目標

を立てた上で、実際にモニターをしろということで、インフロー、アウトフローについて、

それぞれ循環資源をどれだけ使っているか、率はどうなっているのか、耐久性はどうなっ

ているのか、自分がつくったものがどれだけリサイクル可能なのか、こういったものを報

告しろということにもなってきてございます。またこれも法令上はこれしか書いていない

ということで、どうやって報告すればいいかとなると、やはり25ページでありますけれど

も、各民間の協会において、標準化で、今既に対応できているものと対応できていないも

のをマッピングをしていて、足りないものについてはこれから基準をつくっていくという

ような動きになっている。 

 26ページでありますけれども、それがゆくゆくはグローバルな開示基準にもリファーさ

れる可能性があるということだと思いますので、必ずしも対岸の火事にはできないという

ことであります。日本としても、28ページでありますけれども、ＩＳＯでサーキュラーエ

コノミーの循環性のパフォーマンスを評価するというような委員会も立ち上がって、これ

はもう既にもの自体は出来上がっていて、あとは承認プロセスに入っているということで

ございますが、これも単なる標準というよりは、これらが使われていくような環境をつく

っていく必要があるのではないかということでございます。 

 すみません、ちょっと長くなりました。以上でございます。 

○梅田委員長  田中課長、ありがとうございました。 
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 それでは、ただいまから質疑、自由討議に入りたいと思います。御発言を希望される方

はネームプレートを立ててお知らせいただければと思います。オンラインからの御参加の

委員の皆様におかれましては、挙手ボタンでお知らせいただければと思います。順次指名

させていただきます。 

 早めに退席される方から御指名させていただきたいと思いますけれども、もしあれば、

例えば所先生とかいかがでしょうか。 

○所委員  ありがとうございます。発言させていただきます。 

 大変興味深く御発表を拝見させていただきました。大変勉強になりました。あるべき方

向に向けて市場をつくっていくという施策がこれから議論されるところだと思うのですけ

れども、実業のお立場からいろいろなお話をいただいたので、少し技術的な質問をさせて

いただきたいと思います。 

 本日の御発表を確認すると、やはりいろいろな機能を出すために、素材には添加材が使

われていて、それのコントロールが難しいことが循環性の難しさを決めているというよう

なことを改めて確認しました。鉄は、それを克服するために加熱をするという方法によっ

て、いわゆる焼き直しみたいなものだと思いますけれども、また素材を再生していくとい

う方法があるということだと思います。うまく説明できないのですが、循環性とカーボン

ニュートラルの両立のために、現状の処理よりも処理エネルギーが下がるとか、製造が省

エネになるためには、そもそも素材への添加剤を減らすというようなことも将来の循環性

のために再考すべきであると思っています。つまり何を言いたいかといいますと、バージ

ン材から作るよりは、再生材を使うことで全体の所要エネルギーが下がるということを絶

対に担保しなければいけないのですけれども、製造時に少々エネルギーを使ってでも添加

剤を下げて、そのかわり循環性をあげて再生材を得ていくというようなプロセスがあるの

であれば、そういったものも正義になるのではないかと。つまり循環性ということとカー

ボンニュートラルということのバランスの捉え直しをもう一度しっかりとしながら、今後

の技術開発をしていったほうがいいのではないかと思うのですけれども、これについて、

よろしければ、本日御発表の３名の皆様から御意見をいただければと思いました。 

 以上です。 

○梅田委員長  ありがとうございます。では、今日御発表のお三方のどなたか、いかが

でしょうか。小野さん、よろしくお願いします。 

○小野特別顧問  コメントありがとうございました。恐らく、私の説明が悪かったのか
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もしれませんが、ちょっと誤解があったようです。鉄の場合には、合金化による特性を出

すというものではなくて、さっき加熱とおっしゃいましたけれども、加熱も大事なのです

が、どちらかというと冷却が大事なのです。冷却を含めた鉄の熱プロセスの中で組織を作

っていくということなのです。合金にあまり頼らないということです。 

 今、おっしゃったように、合金にしろ、あるいは不純物にしろ、こういったものが入っ

てしまうと、どうしても再生材の特性というのは変化、多くの場合は劣化してしまうため

に、それを分けなければいけない、あるいは少なくしなければいけないというのはおっし

ゃったとおりだと思いますが、ただ一方で、ではそれを下げることによって、従来の機能

が維持できるのかというのは、またそれぞれ、素材によって異なるのではないかと思いま

した。 

 以上です。 

○所委員  すみません、あまり時間をとってもあれなのですけれども、冷却のところも

時間をかけると今よりエネルギーが要るという認識でございました。 

○梅田委員長  ほかの方々はよろしいですか。柳田様、よろしくお願いします。 

○柳田技術統括  先生、恐らく、我々にとったらケミカルリサイクルのあたりの話をさ

れていたのかなと思います。除去の仕方というのは、添加剤が入っている層を除去して、

それでマテリアルリサイクルするという方法もありますでしょうし、それから高温をかけ

て、かなり粗原料に近いような形にして、分離するという方法もあると思うのです。 

 これは答えになっているかどうか分からないですけれども、例えば容器だと帯電防止剤

というのが入っています。これは、店頭に置いていたときに、容器にごみがついて黒くな

らないようにしているのですけれども、そういうものというのは、お客様の要望とのバラ

ンスという部分も出てくるのです。だから、商品として成り立つのだったら、抜けるよう

なケースも出てくるのではないかと思います。それから、ケミカルリサイクルなどは、あ

る意味、構造的にそういうものが除去できると思いますので、その場合はエネルギーをど

う下げていくかということになるのではないかと思います。答えになっていましたか。 

○所委員  すみません、なかなかうまく説明できないのですけれども、最初からお客さ

んの要望を最小限に、添加剤を下げておくという認識、易分解のために分離をしないで済

むために、現状よりももっと添加剤は循環性を上げるために下げられないのかということ

が本質でございます。 

○柳田技術統括  例えば容器包装でしたら、致命的な部分があります。液が漏れてしま
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うだとか、あるいは落ちたら割れてしまうだとか、そうでない部分で、お客さんにサービ

スしている部分みたいなのがあると思うのですけれども、そこのところをどこまで折り合

いというか、バランスするかということになってくるのではないかと思います。ちょっと

過剰にサービスしている部分もあるのではないかと、もしかしたらそうお考えになってい

るのかなと思ってお聞きしていました。 

○梅田委員長  齋藤様、いかがですか。 

○齋藤部長  家電などはやはり十数年使うので、十数年前のものをリサイクルしたとき

に出てくるプラスチックというのは、やはり劣化しているので、それを再利用するにはど

うしてもある程度添加剤というのが必要になります。ですけれども、当然、それで作った

製品もまたリサイクルしていくので、さっき３世代ぐらい考えた設計をしないといけない

という話をしたのですが、その中で各企業の知見もそろそろたまってきているので、でき

る限りそこを少なくしていく。ただ、それで耐久性も上げていったときに、どうしてもコ

ストの話もあります。そこで、コストを皆さんでどうシェアしていくかです。そのあたり

の話を、政策制度面でこれから展開していく中で、お客さん側のニーズと、メーカーとし

て求めるレベルをきちんとキープしながら、今言ったような添加剤のようなものを少なく

していく。これはケミカルの場合にはいろいろな規制が入ってくることを含めても、ある

程度、企業にとってもリスクなので、そこは考えていく必要はあるかなと思っています。 

○梅田委員長  ありがとうございます。では次、髙尾委員、お願いいたします。 

○髙尾委員  髙尾です。御説明、皆さん、ありがとうございました。 

 鉄鋼連盟さんとＣＬＯＭＡさんと、あと電機工業会さんの話をお伺いするところにおい

ては、やはり業界ごと、皆さん、やっていらっしゃるごとに状況が全然違うのだなという

ことを改めて理解することができました。もちろん個別リサイクル法があるにも関わらず

進んでいなかったり、あったからこそ標準化が進んだり、なくても鉄はどんどん自分でや

れてしまうという状況が、それぞれ違うのだなということをまず理解することができまし

た。 

 その中において、我々としてやはり考えないといけないことは、それをより促進してい

くためには、その業界ごとに、違う状況ごとに対応を考えないといけないということと、

並行して、やはり横串を刺した制度設計というのが必要なのだろうなということについて

は改めて理解をしました。 

 ＣＬＯＭＡの再生プラ30％使用目標設定という非常にチャレンジングな目標を掲げてい
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らっしゃることに対して、やはり制度として応援をするということについて必要なのだろ

うなと思いました。というのも、ＣＬＯＭＡの会員企業数150社余りだというように先ほ

どお伺いをしましたが、世の中でプラスチックを使っていらっしゃるのは150社だけでは

ありませんで、それ以外の方もたくさんいらっしゃる中において、みんなで、国を挙げて

やっていくということにするには、ＣＬＯＭＡの会員企業以外の方にも波及させる必要が

あるのではないかと思います。ある意味、ただ乗りを許してしまうと、制度として崩壊し

かねないということを考えると、資源有効利用促進法が正しいのかどうかということにつ

いては詳細な議論が必要かとは思いますが、やはり目標設定をすることに対して、制度的

な、全体として網をかける取組というのが必要なのだろうなということについては強く思

った次第であります。 

 さらにＧＸのところにおいては、そのような取組に対して、では、国民みんなでやる取

組に対して財政的な支援が行われるべきだという考え方が正しいかと思いますので、その

制度設計と財政支援、国の支援というのが関連するべきなのだろうなということについて

は強く感じますので、そのあたりの検討は今後、進めていくべきことだというように改め

て認識することができました。どうもありがとうございました。 

○梅田委員長  ありがとうございます。柳田さん、何かありますか。大丈夫ですか。 

○柳田技術統括  １点だけ。会員数、今は508社です。 

○髙尾委員  すみません。 

○梅田委員長  では、末吉委員、よろしくお願いします。 

○末吉委員  お三方からの御説明、プレゼンテーション、本当に学びが多かったです。

どうもありがとうございました。 

 その中で、私からは齋藤様と柳田様、お二方に質問がございます。まず齋藤様からです

けれども、私は個人的にも修理可能性というところに非常に関心がありまして、最新のと

ころで追えていないところがありますので、ぜひ教えていただきたいのですが、リペアス

コアリングシステムの現状というのは今どうなっているのか、ぜひお聞かせいただけたら

と思います。 

 それから、ＩＥＣ・ＩＳＯ、ＪＩＳ62430ですけれども、こちらはこうあるべきという

ガイダンス、つまり認証規格ではないというように理解をしているのですけれども、これ

に基づく各基準認証制度も、原則ＥＵのコピーなのかということをぜひお聞かせいただき

たいと思います。 



- 28 - 

 

 それから、柳田様、ＣＬＯＭＡの取組、500社以上の会員企業の皆様が集まって取り組

んでいらっしゃる、その中には競合他社も多くいらっしゃるということで、非常にチャレ

ンジングですばらしい取組だなと拝見しておりました。私も生活者が循環型の社会に価値

を感じていく、生活の質が高まるのだと感じていってもらうためには、多様な団体が垣根

を越えて連携していくということは非常に重要であると思っているのですが、例えばです

けれども、自治体での取組、いろいろと始めておられるということですが、自治体での取

組をやったときの生活者の反応についてぜひお聞かせいただきたいです。あと、取組内で

生活者からはどのくらいの資源を集めていらっしゃるのかというようなことを、もし数字

でお分かりになれば教えていただきたいと思っております。 

 あと、すみません、ちょっとだけ付け足して意見を申し上げたいと思うのですけれども、

再生材が何％入っていますとか、環境配慮されて設計された家電ですとか、あるいは再生

された部品を使った車です、自転車ですと、消費者、生活者が言われても、正直、それが

いいのかどうか分からないということがあると思いますので、できれば一般消費者にとっ

ても分かるような指標があればというように思っています。例えば、それが耐久性がある

のか、熱に強いのかなど、いろいろあると思うのですけれども、製品によって指標があれ

ば消費者にとっても分かりやすい。消費者、生活者が不安なく、そういった製品を購買で

きるようにする必要があると思っていまして、ただ単に専門用語を並べて消費者に、生活

者に情報開示しても手に取ってもらうということはなかなか難しいと考えます。なので、

消費者がついてくるまでの間なのか分かりませんけれども、やはり企業だけが歯を食いし

ばっていくというのは非常に難しいと考えます。制度的な網をかける取組が必要とさっき

髙尾委員もおっしゃっていましたが、政府の支援を得て、利用促進のために政策としての、

例えばですがマーケティングツールなどができたらいいのかもしれないと。そのためにも、

マーケティングについても考えていくような委員会などもあればいいのではないかとも考

えました。 

 以上です。 

○梅田委員長  ありがとうございます。では、今の末吉委員の御質問に対して、齋藤様

から。 

○齋藤部長  最初に御質問いただきましたのは、リペアのスコアリングシステムの話だ

と思いますけれども、これはもともと欧州委員会とジョイントリサーチセンター（JRC）

という、日本でいうと産総研さんに近いのかもしれませんが、そういった機関で検討され
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てきました。リペアだけではないのですけれども、リサイクラビリティなども含めて、総

合的にレーダーチャートみたいな形で、評点をつけて評価する仕組みというのがあります。

これは、先ほど、ＥＳＰＲの中の要求に修理可能性もありますので、そうした評価指標が

いろいろと必要になってくる中で、それに即する形でＥＮ（欧州）規格が幾つかもうでき

ていますという話をしましたけれども、その規格の中にもスコアリングの仕組みというの

が実はもう入っています。それを今後、評価の一つのやり方として考えていこうかという

ことになっていると思います。 

 フランスは、国内法で少し先行していまして、家電全部ではないのですけれども、一部

については、それを評価して、お客さんにも見えるようにしてくださいという制度になる

のですが、ただ、最後におっしゃっていましたように、専門的すぎて、お客さんが多分、

ついてこられないのではないかというところもあります。要は、何がいいか悪いかについ

て、レーダーチャートみたいな形で何ができていますと点数で評価されているのですけれ

ども、どこがよくて、どこが悪くてというのを全体としてどう評価すればいいかというと

ころは、ある程度それを見る方のスキルもないと読み切れないところがあるので、やはり

これは、設計側の評価の仕組みとして、導入されていくことになるのかなと思っています。 

 それから、ＩＥＣとＩＳＯのダブルロゴの規格（IEC 62430）については、これは各企

業が自分の会社の中でいろいろなマネジメントシステムを持っていると思います。ＩＳＯ

だったら14001があったり、9001があったり、様々なものがあって、その中にきちんと環

境の側面を入れて、目標をつくって、トップがそれにコミットして、というところに環境

配慮設計というデザインのやり方も入れてくださいということを決めています。これは別

に欧州のコピーではなくて、まさに日本主導でつくった規格なので、これが逆にＥＮ（欧

州）規格になっているのです。ですから、日本でもきちんとした概念や哲学を持って取り

組んでいけば、国際標準を自分たちがつくって、それが国際ルールにもなるということだ

と思います。 

 さらに企業のガバナンスとかディスクロージャーという世界において、しっかりしてい

る企業だねということを言うためのものにも使えていくということで、認証ということも

可能性が出てきていて、元々認証目的の規格ではないですけれども、既に、認証にも使え

ているということだと思います。 

 最後に１つありました、お客さんにどう見せていくか。これはなかなか難しくて、省エ

ネ製品だったら、星がついていて、買い替えるときに電気料金の目安などもあるので、確
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かにお得だねというのがあるので、長く使うよりも、ある程度のところで買い替えてもら

ったほうがいいですねと。ただ、買い替えても、別に資源が無駄になるわけではなくて、

ちゃんと家電の場合だとリサイクルされていくので、それも含めてトータルで考えていた

だいたらいいですよというのはお客さんに分かりやすいと思うのですけれども、再生材が

入っている、入っていないみたいなところになってくると、確かにお客さんにとってみて、

それがどんな価値なのかというのが、なかなか金銭的にも見えないですし、カーボンプラ

イシングみたいなものがあるわけでもないので、そういったところで、どう分かりやすく

説明していくかというのは、業界でも一つの課題だなと思っています。 

 かつて、メーカーの中には高循環製品ラインナップみたいなことでいろいろやったこと

もあるのです。ただ、やっぱりお客さんが全くついてこなくて、せっかくラインナップを

つくったのに市場で認知されなかったということもあって、逆に、今、これから時代がサ

ーキュラーエコノミーやら何やらということでついてくると、また違ったことが考えられ

てくるかもしれません。メーカーによってはショールームとか、そういうところで一生懸

命説明をしたりとか、アンケートを取ったり、お客さんが何が関心があるのか、見ている

こともあるので、そういったところも含めて、マーケティングということであれば、皆さ

んともそこは議論していってやればいいかなと思っています。 

○梅田委員長  補足ですけれども、フランスの国内法だと、リペアビリティはリペアビ

リティで単一指標で出ていますが、あれがどのくらい、エクセルで入れると出るとか…… 

○齋藤部長  入力すると評価の数値だけは出てくるのですけれども、案外、その評価の

仕方がブラックボックスになっているので、そういう意味ではまだまだ、そこはちょっと

難しいところがあるのではないかと思います。 

○梅田委員長  では、続いて柳田様、お願いします。 

○柳田技術統括  神戸市の例ですと、一応、神戸市のほうで来られている方にアンケー

トを取っています。基本的には好意的に受け止められているというデータがあって、細か

いのは持ち合わせがないのでちょっとあれですけれども、もし御興味があれば、後で差し

上げます。 

 それから、個別に聞きますと、ここはコミュニティスぺースにもなっているのです。そ

うすると高齢者とかが来られて、高齢者の方の社会参加意識というのですかね、それだと

か、あと、お子さんなども結構集まるところなので、そういう交流するところとか、結構

生きがいになられているような方も、話している中にはいらっしゃいました。だから、比
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較的、やっぱり神戸市はうまく回しているなというのがすごく印象でした。 

 それで、コンペティターが一緒にやっていることに対してどう思っているかというのは、

ほとんど声がなかったです。ただ、逆で、何でこれしか入れないの？ とか、そういうの

はあるみたいです。要するに、例えばメーカーＡとメーカーＢとメーカーＣしか入れては

だめですよと書いてあると、お客さんにとっては、どこのメーカーでも一緒なわけなので、

そこのところは、逆はあると思います。 

 それから、何キロ集まっているか。トンではないです。まだ何キロというオーダーで、

本当にまだ少ない量です。 

 あと、マーケティングというか、今、齋藤さんがおっしゃったところは私もすごく重要

なところだと思いますので、ぜひそういうのがあったらいいなと思っています。 

 以上です。 

○梅田委員長  ありがとうございます。それでは次は粟生木委員、お願いいたします。 

○粟生木委員  御指名ありがとうございます。また御説明ありがとうございます。私も

髙尾委員と同様で、皆さん、業界に応じて様々なやり方というか、アプローチと御努力と

いうところを改めて認識したところです。これからいろいろな形でサーキュラーエコノミ

ーの取組を進めていかれると思うのですが、私も技術的な質問と仕組みの点について、そ

れぞれのプレゼンターの方に御質問させていただきたいと思います。 

 まず鉄鋼連盟様のところで、スライドの後段で「スクラップ需給並びに高品位化の方向

性」というスライドをいただいていたと思います。その下の２つのところで、高品位化に

当たっては回収ですとか分別強化に関するお話しをいただいていたのですけれども、一体

どのように分別強化をすると、より高品位のスクラップ由来の鋼材が作れるのかといった

ところについて、もう少し御説明いただけると今後の参考になるのではと思ったことと、

先ほどトランプエレメントの低減のお話がありましたけれども、トランプエレメントの低

減というところが、先ほど合金の話もありましたが、分別強化だけで解決されるのか、そ

の前段の、プライマリーの鋼材の開発において改善できる問題なのか、それにはそれなり

のＲ＆Ｄの投資が必要なのかといった、そういった展望をお聞かせいただければ幸いです。 

 ２点目、ＣＬＯＭＡさんのところで、検討ポイントのところの「容器包装設計の革新」

のところで、「物流・販売・ライフスタイルの変化への対応」についていただいていまし

たけれども、このあたり、物流・販売と容器包装設計がどのように関連するのかについて

お聞かせいただければと思いました。 
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 こういった御質問をした背景としては、易解体設計なり、リサイクル側のリサイクル技

術の高度化なり、いろいろなアプローチがあると思うのですけれども、循環経済を進めて

いくに当たり、例えば量を集めることであったり、質を整えることであったりの中で、物

流・販売といった商習慣を変えることで改善できるポイントもあるのではないかというよ

うな仮定でこれをお伺いしております。これが、将来的に再生コストとバージンコストと

の価格差のところにも関係してくるではと思っていますので、例えばコストのところで、

実は物流がすごくお金がかかるだとか、そういったことがあると思うので、そういったと

ころで何かヒントとなるようなご意見を聞かせていただければと思います。 

 この質問に関連して、電機工業会さんにも、例えば再生材の自己循環ですとか、家電４

品目中心かなと思いますので、今後、例えばそれを、小型家電リサイクル法はありますけ

れども、家電４品目以外で、循環性を高めていくに当たってコストをどうシェアするかと

いうお話をいただきましたけれども、ビジネス習慣なり、易解体性等の設計改善含め、ど

うしたらコストが低くなるのかといったところのヒントをいただければと思います。 

 最後に、経済産業省さん、ＧＸのところで、これからいろいろなところに支援というと

ころで、排出量削減が支援に当たっての一番のポイントかと思いますけれども、循環経済

プロジェクトにおいて、排出量削減の可能性以外で何か評価されるようなポイントとして

お考えのところがあればお聞かせいただければと思います。 

 以上です。 

○梅田委員長  ありがとうございました。すみません、司会の不手際でだんだん時間が

苦しくなってきたのですけれども、予想どおりですね。質疑ともにできるだけ端的にとい

うか、申し訳ないです。では、小野さん、柳田さん、齋藤さんの順番にお答えいただいて、

その後、田中さん、よろしいですか。 

○小野特別顧問  ありがとうございました。スクラップの高品位化については、先ほど

のページに示していたとおり、スクラップの加工段階で品位を上げる取組というのは一定

可能です。細粒化することによって分離はしやすくなります。それともう一つが、実は別

のページに書いてあったのですけれども、その前に、易解体性というのが重要だと思いま

す。スクラップを加工する前に、スクラップをきちっと分けて出してくる、これも重要で

す。ただし、これは、例えば建物であると40～50年前の建物が今、返ってくるわけです。

そうすると、今から易解体性をやっても、それが戻ってくるのは40～50年先なので、将来

のために木を植えるという意味では重要かと思いますけれども、即効ではない。今、即効
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性があるのは、スクラップ加工の段階でいかに異物を排除するかという取組かなと思いま

した。 

 それから、トランプエレメントの対応として、プライマリーの部分で何かあるのかとい

うようなお話、ありがとうございました。何で今、トランプエレメントという話をしてい

るかというと、従来のスクラップの多くは、建材のように比較的バルキーで、若干のトラ

ンプエレメントが入っていても品質にそれほど影響を与えない、そういった用途に使われ

ていました。ただ、今後、求められているのは、今、転炉で作っているような、非常に高

機能を求めるような材料になります。例えば、線材でいえば、もともと線材というのは

160ミリ角ぐらいのビレット、粗鋼です。これを圧延して引っ張って、最終的には0.1ミリ

とか0.2ミリぐらいまで加工するのです。そうすると、その中に異物が入っていると切れ

てしまいます。だから、それ以下にとどめなければいけない、そういったものが求められ

るということで、トランプエレメントのさらなる低減が必要だと。これを、分別で行けれ

ばいいのですけれども、それでできなかった場合は、例えば、行われているのは、コント

ロールドブレンディングのようなバージン材で一定薄めてやるというやり方ですが、これ

はアメリカなどでやられている方法です。 

 それともう一つは、スクラップを投入する際に分割投入してやるのことです。分割投入

ごとに成分分析をして、例えば銅の値が少し上がってきたなということになれば、加工ス

クラップなど、銅の少ないスクラップを次に入れてやるとか、そのようなチャージの仕方

でするということもできると思います。ただし、一回溶かした中にトランプエレメントが

入ると、これを排除するのはなかなか難しいと思います。だから、管理するというやり方

かと思います。 

 以上です。 

○柳田技術統括  容器包装リサイクル法の場合は、もちろんコストのことを考えて、入

札するときに一番近いところというような形でやっているので、これは、例えば工場など

も一緒でして、配送の問題もありますけれども、なるべく域内というか、近いところでや

りたいというのはもちろんあるということです。 

 それから、自主回収等々はこれから出てくると思うのですけれども、やはり共同配送だ

とか、あるいは帰り便の活用というのですか、そういうのをかなりみんな考えてやり出し

ているのではないかと思います。発砲スチロールの箱みたいなのをあたかも通い箱みたい

にうまく行ったり来たりしながら、そのようなお話もお聞きしましたので、ここはコスト
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的に、もちろんＣＯ２的にも大きなところになってくると思いますので、検討課題だと思

っています。 

○齋藤部長  先ほど小型家電という話もありましたけれども、この会議室の中にも小型

家電と思われるものが幾つかあると思いますが、やはりスケールメリットがどうしても出

ないので、そこは多少割り切って、サーマルとかでやるという形できちんと整理していか

ないといけないのかなと思いますの。なかなか特効薬はないのではないかというのが正直

なところかと思います。 

○田中資源循環経済課長  事務局から、ＧＸ投資の求められる追加の要件ですけれども、

次の30ページを御覧いただきますと、基本的には排出削減と競争というか、成長につなが

るというところに加えて、やはり先ほども御議論があったように、真面目な人がばかを見

ないというところが非常に重要になってきますので、我々としては、まず１つはパートナ

ーシップへの参画をしている人については、これはもう、定量目標をつくることを前提に

入っていただいていますので、この方々を優先する。あるいは、具体的な再生材の利用で

あったり、循環設計、こういったところにきちんと目標を設定しているかどうか、こうい

ったところが優先されるということは徹底していきたいと思っているところでございます。 

 以上です。 

○梅田委員長  次はオンラインで、石坂委員、お願いします。 

○石坂委員  課題共有いただきまして、ありがとうございました。まず一つ、意見とし

てなのですけれども、処理再生事業者の立場からの話ですと、やはり製造・販売・回収と

いう観点から見たときに、非常に時間軸的に難しい問題が多々あるなと理解しました。そ

の中で意見としては、食品関係のプラについては、やはり使い捨てプラそのものの提供を

禁止するとか、使い捨てプラの回収そのものが、自治体さんを経由したりすることから、

非常に難しいと判断できる。やはり無償提供を思い切って禁止するですとか、もしくはど

うしてもそれを使用しなければならない環境下というのはあると思いますので、その際は

製造プロセス、または再生プロセスに関わる費用をきちっと消費者からいただくという、

いわゆるコスト負担というところをはっきりさせないと、なかなかここは製造責任まで遡

って回収し切るというのは非常に難しいなと、聞いていて思ったところです。 

 １つ質問なのですけれども、電化製品の関係で言うと、当然製造の段階でシリアル番号

というのが取られていると思うのです。それで、製造された各製造メーカーさんの全体の

重量ベースというのは判断できると思うのですけれども、今言われていた、10年後とかに
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回収された際の重量ベースでの数量というのは、各メーカーさんは既に把握されていて、

それで十二分に回収できているというようなところまで、具体的な数値が重量ベースで見

えているのか、もしその辺がお分かりでしたら、教えていただきたいと思いました。よろ

しくお願いします。 

○梅田委員長  今のは齋藤さんですよね。家電品ですよね。電化製品全般？ 

○石坂委員  はい、そうです。 

○齋藤部長  ありがとうございます。自分たちがどれくらい回収できているかについて

は、家電リサイクル法の場合ですと、毎年政府のフォローアップがあって、それはメーカ

ーとして、あるいは業界として把握するということになっています。今日の資料の参考の

ところに、たしか重量が全部出ていると思うのですけれども、こういった形で、引き取り

台数がどれくらいで、そのうちの重量でどれくらい回収されているというのはある程度追

えてきています。ただ、やはりどうしても見えない部分というのがあるかもしれませんし、

あと、やはり古いものが戻ってくるので、それこそ20年前とか、もっと30年前とかのもの

もたまに戻ってきたりというのもあるので、時間軸にタイムラグがあります。それをきち

んとトレーサビリティしていく仕組みというのは、過去のものを今からやるというのはな

かなか難しいわけなので、これからそこをどうしていくかというところにＤＸの仕組みと

か、そういったものも必要になってくるのかなと思っています。 

 ある程度追えているとは言うものの、全てがつかめているわけでも、もちろんないです

し、また逆に、全てがつかめればいいのかという問題もあるかなという気もしますので、

そこは目的に応じて、どの程度までつかめればいいのか、その結果が何に使えるのか、そ

こをきちんと議論していくことによって、このあたりの制度、仕組みというのが、これか

らいろいろ議論されてくることがあるのではないかと思っています。 

○梅田委員長  よろしいでしょうか。ある程度追えていると言っても、家電リサイクル

法の対象品目だけですよね。 

○齋藤部長  もちろん。やはり法的なものでないとなかなか追えないと思いますし、メ

ーカーも常に吸収・合併があったりとか、会社の事業も変わってくるのです。それから、

外資系の企業も入ってくる。だから、そういう意味で言うと、同じ会社が同じことをずっ

とやっているわけではないということもあるので、そこも踏まえてどうしていくのかとい

うのは非常に大きな、それは社会的な課題なのだろうと思います。 

○石坂委員  ありがとうございました。 
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○梅田委員長  次、オンラインで大和田委員、お願いします。 

○大和田委員  ありがとうございます。２つほど質問させていただきたいと思います。 

 １つは、最近、いろいろ問合せが非常に多い鉄鋼関係の方への質問なのですけれども、

鉄鋼業界がいろいろな取組を、資源循環に関して行っているというのは非常に象徴してい

るところなのですが、１つ、今日、御発表になられたうちで、スクラップの利用というこ

とに関して、今、カスケードだけれども、かなりちゃんと回っているので、ある程度、処

理はできていますよというようなお話だったかと思います。ただ、スクラップはもう少し

高度利用するということが考えられないかと考えています。おっしゃっておられるように、

スクラップをうまく選別して、質の高い状態を保ちながら循環させていくということは一

つの手法だと思いますし、そういった技術開発は今は大分できてきているので、それにつ

いてどうお考えかというのがまず１つです。 

 それから、これは皆さんに御質問です。これはいろいろなところで昔から少しずつ議論

はされているのですけれども、残念ながらフェードアウトすることが多いのですが、日本

の素材というのは、いろいろなニーズに従って多様な高純度素材が作られているわけです

が、果たしてそれだけの素材が必要なのでしょうか。循環型社会を構築するには、素材を

ある程度統一し、またさほど高純度でなくてもそこそこの素材を使って高機能製品を作る

ことが必要ですが、こういう技術開発の状況がどの程度進展しているのかということをお

伺いしたいということでございます。 

 それから、今の質問に関しては、基本は素材をある程度統一しても、恐らくニーズはそ

の製造過程できっとコントロールできる、機能は発現することができるだろうというよう

に考えていますので、そのあたりをお答えいただければ大変うれしく思います。 

○梅田委員長  では、小野様に２つ答えていただいて、柳田様、齋藤様に１つずつ答え

ていただくと。お願いします。 

○小野特別顧問  大和田先生、ありがとうございました。まさに今、御指摘のとおりだ

と思っています。先ほどスクラップのバランスを御紹介しましたけれども、現在、加工ス

クラップ、老廃スクラップ、合わせて約3,000万トンから3,500万トンぐらいの発生がある

わけですけれども、そのうち800万トンぐらいが輸出に回っているということです。これ

がなぜそのようになっているかというと、１つはマーケットメカニズムというのもあるの

ですけれども、国内での老廃スクラップの需要が減ってきたというところもあります。こ

れまで老廃スクラップは、多くが土木建設用等に使われてきたのですけれども、そういっ
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た用途が、インフラが行き届いたというところもあるのでしょうが、減ってきて、その余

剰分が輸出に回っているというように見ることができると思うのです。 

 ところが、現在、例えば日本製鉄ですとか、あるいはＪＦＥスチール等を見ますと、高

炉からの電炉転換という方向性を公表しています。そうしますと、彼らが作っている鋼材

というのが、そういう建築向けではなくて、今、転炉で作っているような高級鋼材を、電

炉で作ろうとしているということになります。そうしますと、そういったものに使えるス

クラップは、今、大和田先生が御指摘されたとおり、かなり高品位でないとうまく作れな

いという問題があるのです。そういうニーズがマーケットに出てくると、それに対する供

給というのがついてくるだろうとは思っています。要するに、今まではそういうニーズが

あまりなかったので、そこまでスクラップを細かく分別する必要はなかったのだけれども、

そういうニーズが何百万トンというオーダーでこれから発生するということになれば、こ

れはマーケットに対する非常に大きなシグナルだと思いますので、そういう動きが出てく

ると思います。そういったところをどうやってサポートするかとか、極力、マーケットメ

カニズムに任せるというのが基本だとは思うのですけれども、そういう取組を加工事業者、

使用する側、そういったところが共同でやっていく必要があるのかなと思いました。 

 以上です。 

○大和田委員  ありがとうございます。 

○柳田技術統括  容器包装のところですけれども、ニーズの伝達というのでしょうか、

お客様のニーズをブランドオーナーが吸い取って、それが容器メーカーに行って、素材メ

ーカーに行って、何か以心伝心ですごく細かいものをいっぱい用意してくれてということ

に、今までなってきたのではないかと思っています。そういう意味では、やっぱり情報の

出だしのところのブランドオーナーがお客様とどういう約束をするのかというところが一

番重要なのではないかと思っています。こういう時代なのだから、サーキュラーエコノミ

ーをやらなければいけないのだから、多少我慢してもらって、今までそんなに要らなかっ

たような機能だとか、そのように言うとちょっと語弊があるのですけれども、あまり影響

しない機能というのですか、そういったところは我慢していただくとか、そのような約束

がこれからできていかないといけないのではないかと思っています。 

 そういう意味では、さっきは高齢者と話したと言いましたけれども、若い人と話すと、

大分その辺の意識が変わってきている部分がありますので、少し世の中の風潮はそうなっ

てきているのではないかと思いますので、先生がおっしゃるようなところもトライしてい
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きたいなとは思っております。 

○梅田委員長  ごめんなさい、齋藤さん、できるだけ手短にお願いします。 

○齋藤部長  既にお二方もおっしゃった話ですので、日本はやはり社会としてはかなり

成熟してきているので、お客様が求めるニーズがすごく多様化しています。ですから、ど

うしても様々な機能を製品に入れていくと、それとのトレードオフが発生するので、世代

が変わっていくという話だったり、社会の構造も変わってくるので、さっきマーケティン

グというのは結構大事だという話がありましたけれども、そこはもう少し積極的に、こう

いった場でも議論していくというのが大事なことなのかなと思っています。 

○梅田委員長  ありがとうございます。 

○大和田委員  最後に一言なのですけれども、今、現状はマーケットニーズに従って、

いろいろ素材や製品を作っていくというのは致し方ないことだと思いますが、実は、それ

では済まないような時代に今、入っているのではないかと思っていて、素材だとか、製品

価値だとか、そういったようなものを最もよく分かっているメーカーの方々がむしろマー

ケットニーズを先導していくような、そのような気持ちで取り組んでいただけると。なか

なか難しいことですが。経済的に果たしてそれが成立するか分かりませんけれども、ただ、

そういう気持ちを持ちながら、常に製造というものをやっていただけると、時代は少しず

つ動いていくのではないかと考えていますので、ぜひよろしくお願いいたします。 

○梅田委員長  ありがとうございます。では醍醐委員、手短にお願いします。すみませ

ん。 

○醍醐委員  今回、３つプレゼンを聞かせていただいてありがとうございました。非常

にバランスが取れたというか、材料メーカーのお話、材料が主体ではあるけれども、最終

製品も、容器包装としての役割があるようなＣＬＯＭＡさんの話、それから組立て部分と

しての、最終製品としての齋藤さんのお話があったかと思います。それぞれに特徴があっ

て、個別に考えなければいけない観点というのは違うのだと。なので、素材の議論と最終

製品の議論というのは、異なる観点なのだろうとは、今日、改めて思いました。 

 それで、やはり資源循環、物質循環ということを考えると、どうしても製造事業者がい

て、その後、所有権はユーザーに移るわけです。それで、さらに廃棄に至る。そういう意

味で、ユーザーに対する働きかけみたいなところをどのように、特に日本のリサイクル法

も全部ＯＥＣＤのＥＰＲの概念に基づいたようなリサイクル法になされていますけれども、

１つお伺いしたいのは、例えばＪＥＭＡの齋藤さんのところのお話などでも、幾つかスタ
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ンダードみたいなお話が出ていましたが、メーカーとしてコントロールできることをベー

スに規定されていてるだけなのか、それとも本当にその貢献が大きいのだということを、

貢献の量を見た上でそういったターゲットを決めていらっしゃるのか。何となく前者のよ

うな気もしてしまって、本当に貢献がどこが大きいと考えているのかどうか。 

 例えば、リサイクルドコンテントなどということを考えても、最初、小野さんからの説

明にあったようにスチールでリサイクルドコンテントを規定することはあまり意味がない

わけです。結局、使われたはずのスクラップを分捕ってくることになるわけですから。な

ので、素材によるそういう観点の違いも含め、貢献の大きさを反映しているのかどうかと

いうのが１つ。 

 それと、ユーザーに対する働きかけというのをどのようにお考えかというのがもしあれ

ば、お伺いできればと思いました。よろしくお願いします。 

○梅田委員長  今のはどなたに。 

○醍醐委員  もしお答えがあれば、齋藤さんにはお伺いしたいと思いますが、ほかもも

し、御回答があればと思いました。 

○梅田委員長  では、すみません、齋藤さんだけでお願いします。 

○齋藤部長  途中でちょっと音が切れていたので、微妙に分かりにくかったのですが。 

○梅田委員長  もう一回簡単に２つの選択肢というのを言っていただけますか。 

○醍醐委員  はい。２つ御質問があって、１つは、事業者としてコントロールできるこ

とが規定されているのではないか。本当にそれがどれぐらいの効果があるのかというのは

検証されているのか、考えられているのかというのが１つ。もう一つは、ユーザーに対し

ての働きかけみたいなところというのはどのようにお考えになっているのか、この２つを

お伺いしたかったです。 

○齋藤部長  ありがとうございました。基本的には、やはり設計の中で考えていくので、

もちろん自分たちができる、できないというところは優先順位になりますけれども、醍醐

先生のところ、ＬＣＡの専門家でもあると思いますし、家電も実は、ＬＣＡは長年取り組

んでいまして、そういう意味ではホットスポットの分析だったり、評価などもしながら、

そこのバランスが取れるように、自己循環というのは考えているというように御理解いた

だきたいと思っております。 

 一方で、ユーザーさんへの働きかけ、消費者の方々に働きかけているのですけれども、

以前、そういうラインナップを並べてみてもうまく伝わらなかったところがあったという
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ことも話をしましたが、例えばメーカーでは、いろいろなところにショールームを持って

いたりとか、そういうところで実際に皆さんに見ていただく。それから、リサイクルプラ

ントというのは全国に45か所あるのですけれども、どこも、いろいろな見学を受け入れて

いるのです。行っていただければ、見ることが結構できます。自分の使っている製品が最

後どうなっているのかというのをお客さんに見ていただくと、再生材を使っていることの

意味がある程度納得いただけるところもあるのではないかと思うので、そういった見学の

機会とか説明も広くオープンにしていますので、ぜひそういうところも、お客さん側にも

知らしめていますけれども、政府のほうでもいろいろ見学できますよというのを言ってい

ただければ、もっとそういう意味では進むのではないかと思います。 

○醍醐委員  ありがとうございます。 

○梅田委員長  次、金澤委員、お願いいたします。 

○金澤委員  金澤でございます。どうも御説明ありがとうございました。私からは、資

源循環に係る投資戦略につきまして、御質問といいますか、御意見を申し上げたいと思い

ます。 

 先ほど来、皆様方からお話がありましたとおり、いわゆる資源循環を達成するためには、

生活者である国民、消費者である国民、そして分別排出者である国民の理解と協力が何よ

りも重要だと考えております。国民からの後押しというものが非常に重要であり、排出削

減の観点や、そして産業競争力の強化、市場での競争性、国際競争力の確保、そういった

面からも全て国民の理解と協力、後押しというものがなければ、各企業の皆さん、事業に

携わることは難しいと思っております。 

 そこで、先ほど御説明がありました投資促進策の適用を求める事業者が提出する先行投

資計画みたいなものがあって、国は後押しをされるというときに、いわゆる国民の理解と

協力として、国民からの後押しみたいなものをぜひ視点として強く入れていく。そして、

こういったときには各企業の皆さんと、例えば自治体との協力というのは不可欠だと思い

ますので、そういった視点からの計画というものを求めていけばよろしいのではないかと

いうことで御意見を申し上げさせていだきます。 

 私からは以上です。 

○梅田委員長  ありがとうございました。それではすみません、最後になりますが、町

野委員、お願いいたします。 

○町野委員  すみません、時間を過ぎておりまして申し訳ございません。１点だけ質問
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をさせていただきたいと思います。 

 日本電機工業会の齋藤様に説明していただいた資料の最後の20ページに、「欧州のサー

キュラーエコノミー政策への業界ポジション・意見書提出」ということで、幾つか提案を

いただいているというのをリンクでつけていただいておりまして、私もぱらぱら拝見した

のですけれども、業界としての、新しい規制への考えというか、中身を見ますと大筋で賛

成するけれどもロードマップがまだだとか、あるいはこの条項については明確に削除すべ

きだというようにおっしゃっているものもあったので、どのようなポジションを業界とし

て取っておられるのかというのと、ＥＵの新しい指令や規則の案について、ここが問題だ

というところがおありでしたら、お聞かせいただきたいと思います。 

○齋藤部長  ありがとうございます。日本でも政策をつくるときにはいろいろなステー

クホルダーに当然意見を聞いていると思いますし、欧州もそうなのです。ですから、我々

域外の事業者も意見を述べることができますし、それから、直接欧州委員会の方を呼んで

お話を聞いて、意見交換することもできます。そういう意味で、ヨーロッパでいろいろ動

いてくる仕組みなのですけれども、ヨーロッパはＥＵという、今27か国ですから、いろい

ろな国のいろいろな考え方があるものを、ある意味、ＥＵという中では国際交渉しながら

決めているようなところもあります。ですから、理念としてはある程度分かるものの、案

外、ディテールのところで具体的にやろうとすると、ＥＵの中でも進んでいる国もあれば、

これからの国も当然あるわけで、その中で本当に域内全体として統一的に運用できるルー

ルなのかというように見たときには、我々も域外から入る場合、例えばポーランドにモノ

を入れる場合もあれば、ドイツに入れる場合もありますので、そこできちんと整合されな

いと、ルールとしては困るところもあります。 

 したがって、そういうところから見て、きちんと運用されないようなことがなるなら、

指摘をさせていただいて、さらに、もうちょっとこのようにしていただくとより良くなる

のではないかとか、例えばさっきの再生材の話なども、プレもポストもまとめて議論して

いるような節も見えるので、そこはちゃんと整理して、用途ごとにやるべきだとか、そこ

は言っていかないと、なかなかお互いの立脚点を整合させていくことができない。あと、

メーカーもグローバルにビジネスをしていますから、ヨーロッパにも売れば、日本にも売

るし、アメリカにも売るので、そういうところで国際整合は重要でしっかりやりたい。も

ちろん我々だけではなくて、ヨーロッパの工業会などとも連携させていただいてやってい

ます。ほかの業界さんもそうだと思いますけれども、こういった活動は必要だと思います
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し、こういったところにまた日本国政府としてのサポートもぜひいただければというとこ

ろもありますので、きちんと議論するところは議論したい、そういうところでやっている

ということでございます。 

○梅田委員長  それでは、皆様、ありがとうございました。ちょっと司会の不手際で大

分時間を過ぎてしまいましたが、一言だけ、私からも言わせていただくと、鉄連さん、Ｃ

ＬＯＭＡさん、ＪＥＭＡさん、本当に今日は貴重な発表をありがとうございました。非常

に重要な論点がいろいろ網羅されていて、この委員会にとっては大事なことだったと思い

ます。非常に乱暴に言うと、時々３Ｒのコンセプトがちょろちょろと出てきて、それはそ

れで面白い話かなと思いました。つまり、トランジションが大事ということをおっしゃっ

ていただけたのかなと思います。 

 その意味でも、今年の３月に出した成長志向型の資源自律経済戦略はいいとして、それ

を具体的にどういう形にしていくのかという、その大きな方針というか、全体方針みたい

なものがあるから、こういう横串の制度設計をやるのだよという、その辺の構造をもう少

し、我々の委員会としてはと言うと自分に跳ね返ってくるのですけれども、整理するとい

いのではないかということを、今日の御議論を伺って思いました。ということでコメント

にさせていただきます。 

 以上をもちまして、本日の議題は全て終了いたしました。皆さん、大変活発な御議論を

いただきまして、誠にありがとうございました。 

 最後に事務局から連絡事項をお願いします。 

○田中資源循環経済課長  本日も貴重な意見交換、ありがとうございました。 

 事務的な連絡の前に１点、金澤委員から御指摘のあった点はおっしゃるとおりだと思い

ますので、その対応は検討していきたいと思ってございます。 

 あと１点だけ、私から御説明が漏れてしまったのですが、後ほど見ていただければと思

いますが、前回、山本委員から御質問があったプラスチックの再生利用が、国内利用が足

元でがんと落ちている理由は何かというところですけれども、これはプラ循環協に確認し

ましたところ、最新のデータについては、ペレットにしたものがさらに輸出されたものに

ついては国内で消費していないので、国内循環の数値から落としていると。ゆえに数字が

落ちているということであります。すなわち足元で４％と出ているのは、再生して作って

いるのは１割ちょっとあるのですけれども、その大半は外に出ているという実態が分かっ

たということで、循環協様は、遡った数値も今、検討されているということでございます
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ので、その辺が出てくればまた反映したいと思いますし、そのインプリケーションはやは

り国内で使えていないという実態が分かったということかなと思いますので、これも議論

のベースなのかなと思いました。 

 すみません、以上でございます。 

 本日は大変貴重な御意見をありがとうございました。本日の議事録は委員の皆様に御確

認いただいた後、経産省Ｗｅｂサイトに掲載予定でございます。また次回の委員会の日程

は来年開催で調整中でございますので、詳細は追ってお知らせしたいと思います。 

 本日は時間を超過して申し訳ございませんでした。以上でございます。 

○梅田委員長  それでは、第３回資源循環経済小委員会を終了いたします。本日はどう

もありがとうございました。 

 

                                 ――了――   

 


